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第3期行動計画
の作成に向けて

2021(令和3)年3月22日
印旛沼流域水循環健全化会議 第29回委員会
資料－７：第３期行動計画の作成に向けて



スライド2
第3期行動計画期間と作成スケジュール



第３期行動計画期間
✦第３期は2021(R３)～2025(R7)年度
今年度中に骨子作成、次年度湖沼水質保全計画
の策定（R4年3月予定）を踏まえて、第３期行動
計画も次年度末に策定予定
健全化計画も同時に更新（必要に応じて）

次年度は骨子に基づき、実施可能な対策を実施

スライド3

年度
西暦 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
元号 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

健全化計画

緊急行動計画

行動計画

湖沼計画

第５期 第６期 第７期第４期 第８期（策定中） 第９期（想定）

19年3月策定 H24年3月 H29年3月 R4年3月（予定）

第１期 第２期 第３期 第４期

H



・骨子に基づき、
実施可能な取組はスタート

第３期計画の作成スケジュール スライド4

R２
年度

R３
年度

骨子作成

計画策定

勉強会

行動連携
行政部会

委員会 （今回）

（2/26）

骨子案を作成
・第２期レビュー
・計画の進捗管理
・第３期の方向性、対策
及びテーマ、取組理念
・推進体制
（組織等の在り方）等
各会議での意見を踏まえ
て修正・検討

計画作成 各WG等 湖沼計画

行動連携
行政部会

計画案を作成
・実施主体調査
・計画案の取りまとめ

最終案の取りまとめ
・行動連携、行政部会
の意見対応
・湖沼計画の検討成果
の反映

委員会

国等協議

策 定

パブコメ

8期計画作成
・7期の評価
・予測モデルの構築
・排出負荷量の整理
・対策の検討
・計画書の作成
等

成果を反映

実施予定の対策を反映

修正事項を反映

・今年度は学びWGのみ実施
・各WG等での第２期の総括
・第3期における取組方針につ
いて意見交換等反映

勉強
会

（1/21）

（３月予定）



スライド5
第2期の評価と第3期の方向性（案）



整理フロー スライド6

各対策群の第2期計画期
間における取組状況を評価
※今回暫定評価（各実施主体に
おける個別の取組状況については、
次年度に実施主体調査を実施し、
把握・評価する予定）

34の対策群の総括
（最終年に実施）

特に推進が必要な対策として抽出し
た強化対策を含む推進テーマにおけ
る取組状況を評価
➔各WG等における取組状況の整
理・評価

➔取組指標の進捗状況の確認

9つの推進テーマに基づく
取組の総括（毎年実施）

第2期計画期間中にあった社会
状況の変化を整理
・水循環基本計画の見直し
・流域治水への転換
・高齢化社会の進行、人口減少が本格
化する時代に
・新型コロナウイルス感染症の拡大

社会状況の変化

第2期計画の進行管理に
基づき、「34の対策群」
「9つの推進テーマ」の総括
を踏まえて、第２期の実
施結果をテーマごとに評価

第２期の評価

第２期の評価、社会状
況の変化を踏まえて、第3
期の方向性を整理・検討

第３期の方向性

5つの目標とそれに関連す
る9つの評価指標を整理

目標の達成状況



９つの評価指標の達成状況 スライド7

におい

水道に適した水質
（2-MIB、トリハロメタン生成能）

清澄性
(見透視度)

水質
(COD・クロロフィルα)

湧水

アオコ

利用者数

水害

生き物

〈9つの評価指標〉
未達成（一部、達成した地点、項目、期間はある）
・西沼では、COD約11～12mg/L,Chl.a 約100～140μg/Lと北沼では、約COD11～13mg/L,
Chl.a約78～110μg/Lとなっており、目標は達成していないが、Chl.aで一部の期間で達成している。

未達成（発生箇所はやや減少）
・西印旛沼、北印旛沼ともに、夏期にアオコの発生が継続して確認されている。
・アオコの発生レベル※は2～4程度で、第2期中でほぼ同程度であったが、発生箇所数はやや減少した。

達成
・上水道取水口下の透明度は、経時的には目標を超過することもあるが、年平均値は第2期全ての年
度で目標(0.4m)を上回っている。なお、2016年度は0.46m、2019年度は0.49mとなっている。

未達成
・下水臭、藻臭は2018年度のみやや減少しているが、横ばい傾向で発生回数が多い。なお、青草臭、
土臭は第2期当初は確認されていたが、近年発生は確認されていない。

未達成
・2-MIB、トリハロメタン生成能の年最大値は、年による変動はあるものの、横ばい傾向である。

達成（一部未達成）
・印旛沼周辺施設の利用者（サイクリングや佐倉ふるさと広場利用者）は年々増加している。環境・
体験フェアは大雨の影響で予定通り開催ができず増減が大きいが、2018年では約8千人が来場した。

達成（注目地点：加賀清水）
・加賀清水湧水では、第2期全ての年度で近年枯渇日数はゼロであり、枯渇する状況は見られなかっ
た。（低水流量の評価については、データ整理・データ精査中）

達成（一部未達成）
・特定外来生物の駆除を行い被害軽減に努めているが、被害発生のリスクは残っている
・水生植物群落の保全・再生として、植生帯の整備・維持管理、系統維持を実施している。

達成（一部未達成）
・治水安全度は向上しているものの、令和元年10月25日の大雨では、堤防からの漏水や、流入河川
での氾濫等による浸水被害が発生した。

〈達成状況（2016年度～2019年度）〉

臭気が少なくなる

2-MIB、トリハロメタン生成能が
改善する

透明度が改善する
透明度：0.4m程度

ＣＯD: 年平均10mg/L以下
クロロフィルa: 年平均110μg/L以下

注目地点での湧水が枯渇しない
低水流量が増加する

印旛沼・流域に訪れる人が増加する

治水安全度が向上する

特定外来生物の被害を軽減する
水生植物群落を保全・再生する

〈第2期目標値〉

アオコの発生が目立たなくなる

※発生したアオコの程度を表すため、発生量が多くなる順にレベル１～レベル６に分類される

詳細は資料－４を参照



9つの推進テーマにおける取組指標の目標達成状況
✦ 16個の指標のうち、5つの指標が目標を達成している（2019年度時点）。
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推進テーマ 取組指標 現状
2015(H27)年度

第2期行動計画目標値
2016(H28)～2020(R2)年

度
2019(H31･R元)年度

実績
第2期行動計画
達成度合

0% 50 100

①雨水の貯留・浸透機
能を保全・再生します

(1)雨水浸透マスの設置基数（基） 112,134 143,640基
（31,506基増）

157,992基
（45,858基増）

(2)貯留・浸透施設の整備量(箇所） 489箇所 1,780箇所
（1,291箇所増）

1,714箇所
（1,225箇所増）

(3)調整池改良の実施数（箇所） 5箇所 6箇所
（1箇所増）

5箇所
（0箇所増）

(4)透水性舗装の整備面積（㎡） 437,398㎡ 560,590㎡
（123,191㎡増）

546,639㎡
（109,241㎡増）

②家庭から出る水の汚
れを減らします (5)生活排水処理率（％） 92.7% 94.8%

（2.1％増）
94.1%

（1.4％増）
③環境にやさしい農業
を推進します (6)ちばエコ農産物の認知度 2016(H28)

モデル地域：42.4%
1.2倍

（8.6％増）
52.2%

（9.8％増）
④川や沼の水環境を改
善します (7)水辺エコトーンの再生 － 整備方法の確立 検討実施中

⑤ふるさとの生き物をは
ぐくみます

(8)特に重要な箇所における保全・再生取
組箇所数（箇所） 0箇所 5箇所 0箇所

(9)ナガエツルノゲイトウによる実害の解消 0箇所 1箇所 排水ポンプ運転停止による実害
の発生は無し

⑥水害からまちや交通
機関を守ります (10)河道整備延長（ｍ） 5,337ｍ 7,995ｍ ※1

（2,658ｍ増）
5716ｍ

（379m増）

⑦水辺を活かした地域
づくりを推進します

(11)水辺拠点等の整備箇所数（箇所） 1箇所 25箇所 ※2

（24箇所増）
5箇所

(4箇所増）

(12)ソフト施策の実施数（施策） 4施策 11施策 ※2

（7施策増）
6施策

（2施策増）

(13)河川敷地の占用件数（件） 0件 3件 0件

⑧環境学習を活発にし
ます

(14)水環境をテーマとした環境学習実施
学校数（校） 69校 増加 38校

⑨共感を広げ、多様な
主体との連携・協働を
推進します

(15)流域で開催されるイベントとの連携に
よる広報の件数（件） 11件 61件

（50件増）
47件

（36件増）

(16)WEBサイトのアクセス数（アクセス） 2,429アクセス/月 4,000アクセス/月
（1,571アクセス増）

4,158アクセス/月
（1,729アクセス増）

※1：河道整備延長の進捗率は、計画策定時の目標設定がなされている河川を対象とし、計画策定時の目標に含まれていない河川は、進捗率の整理には含めていません。
※2：かわまちづくり計画の変更前の目標値です。

80%



WG等での取組の評価（案）
推進テーマ 推進体制 取組内容 主な成果 主な課題

雨水の貯留・浸透機
能を保全・再生しま
す

浸透WG
・雨水浸透マス、貯留・浸透施設、効果的な透水
性舗装整備の普及
・浸透WGにおける成果と課題の共有
・調整池を活用した市街地面源負荷削減の推進

・雨水浸透マスの設置基数、貯留・浸透
施設の整備量等の増加
・企業等と連携した普及策の検討や課題
の整理

・市街地に限らず、雨水浸透・貯留
機能の保全・再生策の検討が必要
・調整池改良は事業主体（流域市
町等）と協議が必要

家庭から出る水の汚
れを減らします 生活排水WG

・県域汚水適正処理構想での取組の着実な実施
・生活排水中からのりんの削減
・浄化槽の適正管理の推進

・汚水処理人口普及率の向上
・各種啓発ツールの作成
・意見交換会を実施

・作成した啓発ツールを活用した継続
的な啓発活動が必要

環境にやさしい農業
を推進します 農業WG ・「(仮称)食べるエコ」プロジェクトの実施

・ちばエコ農作物の認知度の向上
・普及啓発方法についての検討（JA等と
の意見交換会の実施）
・農業と印旛沼のつながりを知ってもらうため
の生産者講習会を実施

・農業と印旛沼のつながりについての
啓発活動が必要

川や沼の水環境を改
善します

水質改善技術
検討会（植生
WG、水質改
善検討WG）

・水質改善対策の実施（水辺エコトーンの再生）
・水草の系統維持

・植生帯整備を実施
・効果的な整備方法の検討として、浚渫土
を活用した整備手法の検討を実施、限
定した範囲での施工方法を確立

・より効果的な植生帯整備の展開や
既存植生帯整備箇所の活用（維
持管理）の検討が必要

ふるさとの生き物をは
ぐくみます 生態系WG

・エコロジカル・ネットワーク形成の推進
・治水リスク低減に向けたナガエツルノゲイトウの管
理

・河川流域での情報共有方法の検討（意
見交換の実施）
・事業の実施段階において環境配慮提案
を実施(石神川魚道設計等)
・地域と連携したナガエツルノゲイトウの継続
的な駆除活動により治水リスクを低減

・河川流域単位での生態系の保全・
再生方策の検討が必要
・継続した外来植物の駆除活動の実
施に向けた関係者の連携・体制構
築が必要

水害からまちや交通
機関を守ります 河川管理者 ・河道の整備、計画堤防高さの維持 ・鹿島・高崎川等での河道整備を実施

・予備排水の運用見直しを実施
・気候変動影響等による近年の豪雨
災害を踏まえた対応が必要

水辺を活かした地域
づくりを推進します

水と地域のネッ
トワークWG ・「印旛沼流域かわまちづくり計画」の推進 ・水辺拠点・一里塚を整備

・かわまちづくり計画の変更
・地域と連携した計画の推進、整備
箇所の利活用方法の検討が必要

環境学習を活発にし
ます 学びWG

・学校における環境学習の継続
・環境学習に取り組む教員への支援
・支援体制の充実
・市民の学びの推進

・教員研修会の実施
・新学習指導要領に基づく指導案集の作
成

・作成したツール等を活用し、印旛沼
の学習を学校だけに限らず広く展開
する取組が必要

共感を広げ、多様な
主体との連携・協働
を推進します

（事務局）

・イベントなど多様な機会を通した広報
・WEBサイトによる情報共有
・学習会等における情報共有
・多様な主体の連携、協働の推進
・多様な主体とのコミュニケーションの継続

・環境フェア等イベントの実施
・WEBサイトの運営

・コロナウイルス感染症を踏まえた新た
な広報の仕方の検討が必要
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対策(34の対策群)の評価(案)
対策群（網がけは強化対策） 実施主体 実施状況 ※関連事業・研究による取組等 評価 第３期に向けた考え方 判定

市 利 企 研 行
雨水の貯留・浸透施設の普及 ● ● ● 設置指導や公共事業での整備等、雨水貯留浸透施設の普及が実施 → 実施主体で継続 ●
雨水調整池を活用した汚濁負荷の低減 ● ● ● ● 浸透WGで検討した調整池の改良は未実施 ↘ 実施主体で継続 ★
緑地の保全・緑化の推進 ● ● ● ● 緑地の保全、多面的機能支払い交付金の取組等が実施 → 実施主体で継続 ●
湧水・地下水の保全・活用 ● ● ● ● ● 条例等に基づき地下水の適正利用の指導等が実施 → 実施主体で継続 ●
下水道の普及 ● ● ● 千葉県全県汚水適正処理構想に基づき事業が実施 → 実施主体で継続 ●
合併処理浄化槽への転換 ● ● ● ● 補助制度を活用した合併浄化槽（高度処理含む）の普及が実施 → 実施主体で継続 ●
浄化槽等排水処理機能の維持 ● ● ● 法定点検の受験率向上の取組が実施 → 実施主体で継続 ●
家庭における負荷削減 ● ● 家庭でできる対策の普及啓発に向けた啓発グッズの配布等が実施 → 実施主体で継続 ●
環境にやさしい農業の推進 ● ● ● ● ● ちばエコ農業等の環境に優しい農業の普及啓発が実施 → 実施主体で継続 ●
循環かんがいの推進 ● ● 印旛沼二期農業水利事業による事業が実施（R6年度完成予定） → 実施主体で継続 ●
畜産系の負荷削減 ● ● ● ● 家畜排せつ物等の適正利用の指導等が実施 → 実施主体で継続 ●
事業所系の負荷削減 ● ● 水質汚濁防止法に基づき事業場の立入り検査等が実施 → 実施主体で継続 ●
水辺エコトーンの保全・再生 ● ● ● ● ● 植生帯の整備が実施、既存植生帯整備箇所の維持管理等の検討が必要 → 効果的・効率的な整備方法の検

討が必要 ★
水草の保全・活用 ● ● ● ● 沈水植物等の系統維持が実施、オニビシの活用に向けた取組※が実施 ↗ 関係者の調整が必要 ★
河川・水路等における直接浄化 ● ● 河川、農業用水路の浄化施設の維持管理が実施 → 実施主体で継続 ●
河川・沼の清掃等 ● ● ● ● 路面・側溝の清掃、ゴミ清掃、不法投棄対策、水質事故監視等が実施 → 実施主体で継続 ●
その他水質改善対策の検討 ● ● 印旛沼の水質は依然として目標を達成していない ↘ より効果的な対策の検討が必要 ★
エコロジカル・ネットワークの形成 ● ● ● ● 生物多様性地域戦略の策定や耕作放棄地解消の取組等が実施 → 実施主体で継続 ●
多自然川づくりの推進 ● ● ● 多自然川づくりによる河道整備が実施 → 実施主体で継続 ●
谷津及び里山の保全・活用 ● ● ● ● ● 条例等に基づき保全等が実施、グリーンインフラとしての活用検討等※が実施 ↗ 実施主体で継続 ●
外来種の駆除 ● ● ● ● ● ナガエツルノゲイトウやカミツキガメ等の駆除活動が実施 → 実施主体で継続 ●
流下能力の向上 ● 河道整備等が実施、予備排水運用の見直しが実施 ↗ 実施主体で継続 ●
治水施設の質的改良 ● ● ● 揚排水施設整備、堤防の嵩上げ等が実施 → 実施主体で継続 ●
印旛沼流域かわまちづくりの推進 ● ● ● ● ● かわまちづくり計画による水辺拠点等の整備が計画より遅延 ↘ 多様な関係者の連携が必要 ★
小中学校における環境学習の推進 ● ● ● ● 印旛沼環境基金と連携した環境学習の支援等が実施、指導案集を作成 ↗ 作成した指導案集の活用・展開が

必要 ★
市民の学びの推進 ● ● ● ● ● 印旛沼環境基金等による印旛沼に関する学習（講演会）等が実施 → 学校だけでなく市民の学びの場も

必要 ★
広報（双方向コミュニケーション）

● ● ● ● ●
環境体験フェア等啓発イベントが実施、WEBサイト等情報発信が実施 → 環境フェア、再生大賞、WEBサイ

ト等、アフターコロナ時代へ対応の
検討が必要

★
市民活動の連携・協働 WEBサイトでの市民団体活動紹介、印旛沼流域再生大賞等が実施 → ★
調査・研究[環境調査等を合わせて評価] ● ● ● ● ● 環境調査等が実施、印旛沼をフィールドにした研究※が実施 ↗ 実施主体で継続 ●

スライド10

判定
●：実施主体（流域住民等：市、沼利用者：利、企業：企、

研究機関：研、行政機関：行）により取組を継続する対策群
★：継続するためには支援・協議が必要な対策群

評価
↗：計画以上
→：計画通り
↘：計画以下



第２期の評価（まとめ） スライド11

✦ 成果
 計画した取組は着実に実施されている。

 各実施主体により、第２期計画で計画した取組は着実に実施
（次年度、詳細調査を予定。内閣官房のアンケート結果も取り入れ第２期の最終評価を行う。）

 「強化対策」については各WG等の支援により、成果の大小はあるものの、一定の成果が得られ
ている。

 取組理念「人をつなぎ、地域をつなぎ、未来につなぎ」の実践により、多様な主体による活動が
開始されるなど健全化の環は徐々に広がっている。例：ナガエツルノゲイトウ協働駆除活動、新川ウォーターフロントPJ

✦ 第３期に向けた課題
 5つの目標の達成に向けて、継続した取組が必要

 COD値等は目標未達成であるが、横ばいで、これまでの水質改善対策により現状維持していると考え
ることもできる。今後、対策効果を検証していく必要がある。

 取組については、実施主体で進めていくことができるもの、主体間の連携強化が必要となるものとがある。
 連携強化が必要

 健全化の環は着実に広がりつつあるものの、市民や様々なステークホルダーの連携が必ずしも十分では
ない。

 特に連携すべき施策を中心に集中的に実施する必要がある。
 普及方策は見出しながらも、広報・啓発や意見交換等にとどまっている取組も多い。

 新たな課題の出現（社会状況等の変化）
 令和元年10月に発生した水害のように、気候変動の影響などによる激甚な災害が頻発しており、これ
を前提とした取組を考える必要がある。

 人口減少や縮退経済を前提に、今後の取組を考える必要がある。
 新型コロナウイルス感染症によって、従来のようなイベントや会議の実施が困難になった。新しい生活様
式に合わせたコミュニケーションの仕方を考える必要がある。



第２期中の印旛沼・流域を取り巻く社会状況等の変化
✦ 水循環基本計画の見直し（R2.6閣議決定 ）

 計画の見直し内容を踏まえた対策が必要
大規模自然災害への対応
貯留・涵養機能の維持・向上 等

✦ 流域治水への転換（R2.9社会資本整備審議会答申）
 安全・安心な社会に向けて、あらゆる関係者で取り組む流域治水に転換
 令和元年の豪雨では印旛沼水位は既往最大を記録、流域では流入河川の
氾濫等による浸水被害が発生

✦ 高齢化社会の進行、人口減少が本格化する時代に
 地域社会の縮退が進むなかだからこそ、縮充社会（縮小するものの「参加」に
よる充実したまちづくり）を目指すことが今後の取組の前提

✦ 新型コロナウイルス感染症の拡大
 新型コロナウイルス感染症により社会情勢や人々の行動様式が大きく変化
 ポストコロナ社会として、従来の延長ではない新しい地域の創造が必要

スライド12



印旛沼で目指す流域マネジメント

第3期の方向性

✦ 流域治水を駆動力に、流域水循環健全化の推進を図る
健全化会議の当初からの趣旨である「治水・利水・環境」すべてを
バランスよく実施していく。流域治水を総合的に進めることにより、
相乗効果が期待できる。

水循環健全化の取組を進めることにより、安全・安心な地域社会を形
成する。

✦ 連携強化、選択と集中により取組を加速する
危機意識の共有により、関係者の連携を強化するとともに、流域水循
環健全化に与える効果の高い対策を選択し、集中的に取組を実施
する。

✦ 新たに生じた課題や政府における施策方針の変化・転換への
対応
激甚化、頻発化する災害、新型コロナ感染症の状況を踏まえ、
気候変動適応、自然の多機能性、安全な土地利用、新しい生活様
式といった考え方を取り入れて取組の推進を図る。

スライド13



健全化の取組と流域治水
✦ 流域治水とは、治水版「流域マネジメント」である

 流域水循環健全化の理念には、当初から流域治水の考え方が含まれている
 流域治水を駆動力として各対策を進めることで、治水のみならず、水質改善、生物
多様性等にも寄与する

 治水対策を単に治水対策にとどまらせないことが重要

✦ 新たな推進の力になる可能性に期待
 近年頻発している豪雨災害などから、「安全・安心な社会」への関心が高まっており、
取組の強力な推進力となる期待がある
（流域連携、事業推進、地域の関心等、すべての面において、追い風）

スライド14

流域治水の考え方※ 健全化計画での流域治水の取組 健全化と流域治水の関係
①氾濫をできるだけ防ぐ
「ためる、しみこませる：集水域」

雨水の貯留・浸透施設の普及
〈浸透WGの取組〉
・雨水浸透マスの設置普及 ・貯留、浸透施設の推進
・透水性舗装整備の普及 等

これまで健全化会議では、主に水循環や水質改善の対策として推進
➔流域治水で取組の推進を図り、治水のみならず、水質改善等にも寄与

①氾濫をできるだけ防ぐ
「ためる、しみこませる：集水域」

緑地の保全・緑化の推進
谷津及び里山の保全・活用

➔新たな視点(治水)から取組を推進し、水質改善、生物多様性等にも寄与

①氾濫をできるだけ防ぐ
「ためる：河川区域」

予備排水 ➔「弾力的な施設の運用管理」として、印旛沼流域に導入可能な対策メニュー
を幅広く検討・推進

（検討にあたっては、水質改善等への寄与も考慮）

※総力戦で挑む防災・減災プロジェクト～いのちとくらしをまもる防災減災～ 主要施策①から抜粋

 環境と治水の統合概念を構築し、流域治水が地域づくりへと発展するという認識を共有する。
 洪水防御のためだけの対策ではなく、水辺の拠点を整備するなど人々が水に親しむ空間を形成し、子供たちの環
境学習や市民の活動を支援し、豊かな人間関係を育む地域社会を目指す。



印旛沼で目指すこれからの流域マネジメント スライド15

（流域治水を駆動力に、流域水循環健全化の推進を図る）
安全・安心な社会に対する
意識の高まり

これまでできなかった組織の連
携、無関心層の取り込みなど、
対策の推進や実施のモチベー
ションが向上

印旛沼に対する関心の高まり

健全化計画すべて
の対策が進む

流域治水の対策
＝健全化計画の一部の対策
と同じ

（流域治水という切り口でこれ
までの対策のより一層の連
携・推進を図る）

雨水貯留・浸透施設の整備

緑地・里山等の保全・推進

河道整備 防災・環境教育

自然豊かで愛着のある
印旛沼流域の創生※

印旛沼のある暮らしを楽しむ
・豊かな自然・景観
・受け継がれる地域の文化
・人がにぎわう憩いの場

にぎわい

愛着があって、安心で豊かな
暮らしができる印旛沼・流域

※「印旛沼流域創生」とは、長い年月をかけて育まれてきた印旛沼流域の歴史や文化、印旛沼流域を特徴づける沼や水辺、台地、里山などの自然環境を、流域の多様な主体が一丸となって保全・
活用し、暮らしの中で楽しむことで、人や地域の交流が活発になり、印旛沼を核としたコミュニティ再生や、印旛沼流域を中心とした地域づくりが活発になる姿をイメージ

船橋市HPより引用

「世田谷区みどりの基本計画2018年度～2027年度」より引用

船橋市HPより引用

学校校庭貯留の様子

農業 漁協

多様ないきもの

水辺の活用

地域文化



スライド16

健全化計画のテーマ
と第３期における対策（案）



健全化計画のテーマ
✦ 健全化計画では、目標の達成に
必要な取組としてテーマを設定

✦ 具体的な取組内容は、各行動
計画で、その時の社会動向や地
域のニーズに応じて設定

第３期の検討に向けて・・・
✦ 第３期の方向性を踏まえて、各
テーマでの取組内容を検討

✦ その際、テーマの設定についても
合わせて検討

✦ 必要に応じて、変更する。

スライド17

次スライドに変更案を示すが、継続して議論中のも
のであり、現時点での事務局案である。
資料-8第３期行動計画骨子も事務局案で作成し
ているが、今後変更が生じる可能性もある。
次年度、議論を踏まえて変更内容を確定させ、健全
化計画の変更の手続きを行う。



分野
間の
取組
を支
援す
る
テー
マ

テーマの変更（現時点での事務局案） スライド18

目標1
良質な飲み水の源
印旛沼・流域

目標2
遊び、泳げる
印旛沼・流域

目標3
ふるさとの生き物

はぐくむ印旛沼・流域

目標4
水害に強い
印旛沼・流域

目標5
人が集い、人と共生する

印旛沼・流域

分野間の取
組を支援す
るテーマ

テーマ
雨水の貯留・浸透機能を保全・再生しま
す

湧水と地下水を保全します

家庭から出る水の汚れを減らします

環境にやさしい農業を推進します

環境への負荷の少ない産業活動を推進し
ます

川や沼の水環境を改善します

ふるさとの生き物をはぐくみます

水害からまちや交通機関を守ります

水辺を活かした地域づくりを推進します

環境学習を活発にします

共感を広げ、多様な主体との連携・協働
を推進します

取組を推進する仕組み・制度の検討や調
査・研究を推進します

テーマ（変更箇所にハッチ）
湧水や地下水を保全・活用します
雨水貯留・浸透に対策を限るのではなく、
より広いテーマすることで新たな取組の呼
び込みや連携を図りやすくするため変更

流域から入る水の汚れを減らします
これまでのテーマは、課題と対策を直結さ
せていたが、より広いテーマとすることで
新たな取組の呼び込みや連携を図りやすく
するため変更

川や沼における水環境を保全・再生し
ます
元のテーマが、上記も包含する大きな
テーマであったため、明確化を図るため
変更

ふるさとの生き物をはぐくみます
流域全体で水害からまちや交通機関を
守ります
水辺を活かした地域づくりを推進しま
す

印旛沼学習※を活発にします
環境に限らず、印旛沼への学習を推進
学習はすべてのテーマに関わり、取組を支援
するものであることから、分野間の取組を支
援するテーマへの位置づけに変更

共感を広げ、多様な主体との連携・協
働を推進します
取組を推進する仕組み・制度の検討や
調査・研究を推進します

※印旛沼学習とは、印旛沼流域に関係する歴史・文化、自然
環境、防災、まちづくり等あらゆる面への学習のことを示す。

SDGs関係

水質改善 環境に優しい
農業の普及

生態系保全 水環境の保全

水辺を活用した
地域活性化

安全・安心な
まちづくり

環境学習
防災学習

すべての関係者
との連携

気候変動適応策



第３期における対策群
【基本的な考え方】
✦第２期での対策群は基本的に継続
 「治水・利水・環境」すべてをバランスよく実施するため、実施主体で進め
ていける対策と主体間の連携強化が必要となる対策それぞれに適した
方法で効果的に進めていく。

次年度実施主体調査により、具体的対策量を調査
✦対策群を追加・変更
第3期の方向性（流域マネジメントの推進）から、必要に応じて対策
群を追加・変更

✦第３期で注力したい対策群を抽出
第３期の方向性（連携強化、選択と集中による加速化）から、特に
推進していく対策群を抽出（推進対策と称す）

＜推進対策の抽出の視点＞
治水のみならず、利水・環境にも効果がある対策のうち、実施
主体の連携を強化することで、一層の推進が図れる対策
第２期から継続して、専門的な知見等の支援が必要な対策

スライド19



対策群の整理と推進対策の抽出 スライド20

判定
●：実施主体（流域住民等：市、沼利用者：利、企業：企、

研究機関：研、行政機関：行）により取組を継続する対策群
★：継続するためには支援・協議が必要な対策群

①湧水や地
下水を保全・
活用します

②流域から入
る水の汚れを
減らします

③川や沼にお
ける水環境を
保全・再生し

ます

④ふるさとの
生き物をはぐ
くみます

⑤流域全体
で水害からま
ちや交通機関
を守ります

⑥水辺を活
かした地域づ
くりを推進しま

す

位置づけ 変更・増加理由 取組推進の考え方等

連携の強化に
より一層の取
組推進が図れ
る対策

継続して専門
的な知見等の
支援が必要な

対策
● ● ● ● 1 雨水の貯留・浸透施設の普及 継続 ●
● ● ● ● ● 2 緑地の保全・緑化の推進 継続 ●
● ● ● ● ● 3 谷津及び里山の保全・活用 継続 ●
● ● ● ● 4 湧水・地下水の保全・活用 継続 各種調査、地下水の適正利用の指導等事業主体による取組が必要 ●

● ● 5 下水道の普及 継続 （事業主体による取組の実施）
● ● 6 合併処理浄化槽への転換 継続
● ● 7 浄化槽等排水処理機能の維持 継続
● ● 8 家庭における負荷削減 継続
● ● 9 畜産系の負荷削減 継続 （事業主体による取組の実施）
● ● 10 事業所系の負荷削減 継続 （事業主体による取組の実施）

● ● 11 雨水調整池を活用した汚濁負荷の低減 継続
（事業主体による取組の実施）
※行政部会等で行政間連携を図り、実施に向けて協議を実施

● ● ● 12 環境にやさしい農業の推進 継続 （事業主体による取組の実施）
● ● 13 循環かんがいの推進 継続 （事業主体による取組の実施）

● ● ● 14 水辺エコトーンの保全・再生 継続
植生帯整備手法は確立しておらず、整備箇所の選定や整備方法、効果検
証等、引き続き学識者等からの支援が必要 ●

● ● 15 水草の保全・活用 継続
既往植生帯整備箇所における維持管理や水草の系統維持については引き
続き学識者等からの支援が必要 ●

● 16 河川・水路等における直接浄化 継続 （事業主体による取組の実施）
● ● ● 17 河川・沼の清掃等 継続 （事業主体による取組の実施）
● 18 その他水質改善対策の検討 継続 その他、より効果的な水質改善対策の検討が必要 ●

● ● ● ● ● 19 エコロジカル・ネットワークの推進 継続 流域治水の検討と合わせ流域単位での生態系管理・保全の検討が必要 ●
● ● ● 20 多自然川づくりの推進 継続 治水にも環境にも寄与する対策として関係者の連携が必要 ●
● ● ● 21 外来種の駆除 継続 治水にも環境にも寄与する対策として関係者の連携が必要 ●

● 22 流下能力の向上 継続 （事業主体による取組の実施）
● 23 治水施設の質的改良 継続 （事業主体による取組の実施）

● ● 24 弾力的な施設運用管理 新規
予備排水の見直しなど、治水目的で実施
される取組について、水質にも寄与する運
用の可能性を検討するために新規追加

治水目的実施される取組について、水質にも寄与する運用方法の検討が
必要、関係する関係者との連携・調整が必要

●

● ● 25 避難体制の確保 新規 流域治水に関係する取組として追加 ●
● 26 治水施設以外の施設の治水活用 新規 流域治水に関係する取組として追加 ●

● 27 その他流域治水メニューの検討 新規 流域治水に関係する取組として追加
新規追加した対策以外の流域治水でのメニュー化・事業化の検討が必
要、取組実施には関係者の連携が必要 ●

● 28 印旛沼流域かわまちづくりの推進 継続

● 29 水辺を活用したまちづくりの検討 新規
かわまちづくり計画だけでなく、水辺を活用
した地域振興をより展開する必要があること
から別項目として新規追加

30 小中学校における印旛沼学習の推進 継続・名称変更 ●
31 市民の印旛沼学習の推進 継続・名称変更 ●
32 広報（双方向コミュニケーション） 継続 多様な主体との連携、Withコロナ時代の広報方法の検討が必要 ●
33 市民活動の連携・協働 継続 市民活動との連携・協働を推進することが必要 ●
34 環境調査の実施 継続 （事業主体による取組の実施）
35 研究・技術開発の促進 継続
36 経済的措置の検討 継続
37 制度化の検討 継続
38 負荷総量削減の可能性の検討 継続

39 気候変動による流域への影響、緩和・適
応策の検討・推進

継続・名称変更
顕在化する気候変動影響を踏まえ、印旛
沼流域での影響の把握や適応策の検討
等を推進することから変更

気候変動による影響や緩和・適応策の検討が必要 ●

●

環境に限らず、歴史・文化、防災・減災等
の教育も必要なことから変更

環境学習から印旛沼の歴史・文化、防災・減災等を含めて総合的な実施
が必要、また、小中学校だけでなく広く機会を創出することが必要

健全化計画のテーマ（変更案）と第3期の対策群（案）との関係 第３期における対策群（案） 推進対策

対策群
青：変更、赤：新規

多くのテーマに関係することから、各テーマからの視点で関係者が連携するこ
とで、対策の推進が必要（例：流域治水で治水対策として雨水浸透施設
の普及を図る等）

（事業主体による取組の実施）
　※生活排水WG等で作成してきたツールの活用を促す

⑦印旛沼学習を活発にします

⑧共感を広げ、多様な主体との連携・協働
を推進します

⑨取組を推進する仕組み・制度の検討や調
査・研究を推進します

健全化会議で得てきたデータ等をオープン化し、各種研究等で活用いただ
けるように配備、研究成果を共有していただける体制を検討

流域治水から新規追加対策、取組実施には、県・市町、施設関係者等の
連携が必要

かわまちづくり計画の推進には、県・市町等関係者の連携が必要。また、整
備された拠点を含め、印旛沼の水辺を活用したまちづくりには、土木・環
境、観光や地域振興・教育等も多様な関係者の連携が必要

分
野
間
の
取
組
を
推
進
す
る
テ
ー
マ



第３期における対策群と推進対策の関係図 スライド21
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山の保全・活

用

治水施設以
外の施設整

備

印旛沼かわま
ちづくりの推進

市民活動の
連携・協働

小中学校にお
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市民の印旛
沼学習の推

進

広報（双方
向コミュニケー
ション）

環境調査の
実施

水辺を活用し
たまちづくりの
検討

その他流域治
水メニューの
検討

水環境

まちづくり

安全・安心

湧水・地下水
の保全・活用
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浄化槽等排
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の維持

家庭における
負荷削減

事業所系の
負荷削減

雨水調整池を
活用した汚濁
負荷の低減

環境にやさし
い農業の推進
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の推進
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除

流下能力の
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治水施設の
質的改良
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設運用管理
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研究・技術開
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気候変動による
流域への影響、
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制度化の検
討

負荷総量削
減の可能性の

検討

生態系

広報・啓発 調査・研究 等

連携の強化によ
り一層の取組推
進が図れる対策

継続して専門的
な知見等の支援
が必要な対策

＜凡例＞

河川・水路等
における直接
浄化



✦ 推進対策に取り組む体制を組織化
 WG➔「部会」と称す。WGより実施することに特化した議論の場をイメージ

第３期における取組体制（案） スライド22

水質改善に
関わる部会

水辺活用・
まちづくりに
関わる部会

教育・広報啓発
に関わる部会

流域治水に
関わる部会



第３期での体制（案） スライド23

行動連携推進委員会

委員会

水環境
部会

まちづくり
部会

広報・教
育部会

行政部会

行
政
担
当
者
調
整
（
横
断
的
取
組
）

流域治水
部会

植生帯
整備

水草の
系統維持

水辺拠点・
一里塚の整

備

印旛沼
学習支援

印旛沼
流域

再生大賞

広報啓発

教員
研修会

取組例 ※各部会で実施するべき取組が決定したら、中心的に進める主体者を決め、主体者が取組を実行
（表示は例）

＜取組例＞

水辺を活用
した地域振
興・観光の
活性化方
策の検討

印旛沼流域水循環健全化会議

＜取組例＞＜取組例＞

水質改善
対策の検
討

連携

連携

＜取組例＞

土地利用
施策等

氾濫域での
対策

雨水貯留
浸透施設
等

集水域での
対策



スライド24
参考：第２期行動計画の概要



基本方針：取組理念
✦第2期行動計画の取組理念

✦計画期間
2016(H28)~2020(R2)年度の5年間

スライド25

地域をつなぎ
／流域で相互補完、相乗効果を創出し、地域づくりに活用します

未来につなぎ
／持続可能な取組により、地域資源である印旛沼流域を次世代に継承します

人をつなぎ
／多様な主体の情報共有、理解、連携を活発にします

• 水循環健全化につながる様々な市民活動がみられます。こう
した市民の取組にもスポットを当てるとともに、新たな連携
を図ることで、取組の推進を図ります。

• 様々な機会を捉えて、継続的に多様な主体とのコミュニケー
ションを図り、水循環健全化への共感を得るとともに、人と
人とがつながるきっかけとしていきます。

• 市町間や、水源地域と下流地域、農村と都市部、流域内と流
域外など、印旛沼に関わる地域の有機的な連携を促し、相互
補完や相乗効果の創出を図ります。

• 印旛沼流域における地域づくりとの連携、印旛沼及び流域を
活用した地域創生、地域活性化を図ります。

• 印旛沼との伝統的な付き合い方や先人達の知恵、歴史や文化、
今に引き継がれている印旛沼のある暮らしの豊かさを、地域
のアイデンティティとして後世に引き継ぎます。

• 印旛沼流域と人との関わりを強めることで、印旛沼流域が地
域の共有の財産として、多様な人々により保全・活用され、
次世代に受け継がれていくことを目指します 。

人をつなぎ、地域をつなぎ、未来につなぎ
水循環健全化の環を広げ、印旛沼流域創生のムーブメントにつなげる

「印旛沼流域創生」とは、長い年月をかけて育まれてき
た印旛沼流域の歴史や文化、印旛沼流域を特徴づける沼
や水辺、台地、里山などの自然環境を、流域の多様な主
体が一丸となって保全・活用し、暮らしの中で楽しむこ
とで、人や地域の交流が活発になり、印旛沼を核とした
コミュニティ再生や、印旛沼流域を中心とした地域づく
りが活発になる姿をイメージしています。

○印旛沼流域創生とは



取組内容と推進体制
✦取組内容
テーマと34の対策群
計画では、取組理念のもと、流域内で様々な対策が自発的に展
開されることを期待し、計画に位置づけられた対策以外の取組も
随時取り入れながら進めることしている。
目標の達成に必要なテーマを設定（健全化計画）
それに紐づく対策を、34の対策群に取りまとめ
各対策群における対策は、主に行政による事業を取りまとめ

強化対策、推進テーマ
34の対策群のうち、特に第2期計画期間中に特に強化して取り
組むべき対策を「強化対策」として位置づけ
さらに、テーマのうち、強化対策を含むテーマを「9つの推進テー
マ」として位置づけ

✦推進体制
推進テーマに基づく対策の推進を支援する組織として、
ワーキング等を位置づけ

スライド26



（参考）健全化計画におけるテーマの位置づけ
✦テーマ
健全化計画で定めて
いる12テーマ
目標達成に必要な取
組のテーマを10テーマ
設定
それを推進するテーマと
して、2テーマ設定

✦具体の取組
各行動計画で定める
第２期では、
第１期で定めた101対
策の実績や課題等を
整理して、過不足を確
認するとともに「34の対
策群」として統合

スライド27



取組体系と推進テーマの支援体制 スライド28



再生目標（健全化計画における目標と評価指標） スライド29



計画の進行管理
✦ 計画の進行は、PDCAに公表(Publication）を加えた5つの視
点で実施

スライド30

計画策定
（PLAN）  第2期行動計画を策定します。

取組の実行
（DO）  計画に基づき、取組を実行します。

確認
（CHECK）

 健全化会議や県・市町、印旛沼環境基金等のイベントにより、計画に掲げられた取組
の進捗状況の情報共有を図ります。

 行動計画の進行状況（目標達成状況含む）は、毎年度、健全化会議委員会（以
下、「委員会」という。）で共有します。

 9つの推進テーマに基づく取組は、ワーキング等により毎年総括を行い、委員会に報告
し、助言と評価を受けます。

 34の対策群における行政による事業については、計画期間の最終年に総括（期末レ
ビュー）を行い、委員会に報告し、評価と助言を受けます。

見直し
（ACTION）

 取組の評価や新たに生じた課題に応じて、取組の改善を図ります。
 委員会からの評価と助言を踏まえ、次期行動計画を策定します。

公表
（PUBLICATION）

 目標の達成状況や、委員会における検討状況については、WEBサイト（いんばぬま
情報広場）等により公表します。

 毎年の取組成果をわかりやすく公表します。



スライド31
参考：その他



（参考）令和元年10月25日の大雨 スライド32

・予備排水の運用見直し
・避難体制の確保
浸水想定区域図の作成
水位計の設置等

・鹿島・高崎川、長門川の改修
・内水対策
・主要道路の冠水対策 など

河川改修だけでなく、
流域での対策が始まっている



水循環基本計画の見直し（R2.6閣議決定 ）
✦水循環に関する施策の実施状況、課題、社会情勢の変化等を踏まえ、重点的に取り組む３本柱が示された

スライド33



水循環基本計画の見直し（R2.6閣議決定 ）
✦３本柱の一つである「②健全な水循環への取組を通じた安全・安心な社会の実現」における取組例、
「大規模自然災害等への対応」「貯留・涵養機能の維持・向上等」は、健全化計画と共通

スライド34



●気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～ 社会資本整備審議会答申概要資料 ポイント抜粋

流域治水への転換（社会資本整備審議会答申，R2.9 ）
✦従来の管理者主体の治水から、流域全体のあらゆる関係者で河川区域に限らず流域全体で対策を
実施していく「流域治水」に転換（健全化計画と同様の考え方）

スライド35



流域治水への転換（社会資本整備審議会答申，R2.9 ）

●気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～ 社会資本整備審議会答申概要資料 ポイント抜粋

✦ 「流域治水」の考え方：集水域・河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域と捉え、関係者全員が協働して総
合的かつ多層的に取り組む（健全化計画と同様の考え方）

✦流域治水の施策、「雨水貯留・浸透」や「事前放流」などは、健全化計画で既に推進している対策と共通

スライド36



総力戦で挑む防災・減災プロジェクト（R2.1）

●総力戦で挑む防災・減災プロジェクト～いのちとくらしをまもる防災減災～ パンフレット抜粋

スライド37



持続可能な開発目標ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）とは スライド38

外務省国際協力局地球規模課（令和２年９月）より



持続可能な開発目標ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）とは スライド39

外務省WEBサイトより
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